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「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて（法令解釈通達）」新旧対照表 

 

（注）アンダーラインを付した箇所が改正した箇所である。 

改    正    後 改    正    前 

１ 契約書等の記載金額 

  印紙税法（昭和 42年法律第 23号。以下「法」という。）別表第１の課税物

件表の課税物件欄に掲げる文書のうち、次の文書に消費税及び地方消費税の

金額（以下「消費税額等」という。）が区分記載されている場合又は税込価格

及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべ

き消費税額等が明らかである場合には、消費税額等は記載金額（法別表第１

の課税物件表の適用に関する通則４に規定する記載金額をいう。以下同じ。）

に含めないものとする。 

⑴ 第１号文書（不動産の譲渡等に関する契約書） 

⑵ 第２号文書（請負に関する契約書） 

⑶ 第 17号文書（金銭又は有価証券の受取書） 

(注)１ 「消費税額等が区分記載されている」とは、その取引に当たって課

されるべき消費税額等が具体的に記載されていることをいい、次のい

ずれもこれに該当することに留意する。 

イ 請負金額 1,080万円 

  税抜価格 1,000万円 消費税額等 80万円 

ロ 請負金額 1,080万円 

 うち消費税額等 80万円 

ハ 請負金額 1,000万円 

 消費税額等 80万円 計 1,080万円 

２ 「税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に

当たって課されるべき消費税額等が明らかである」とは、その取引に

係る消費税額等を含む金額と消費税額等を含まない金額の両方を具体

的に記載していることにより、その取引に当たって課されるべき消費

税額等が容易に計算できることをいい、次の場合がこれに該当するこ

１ 契約書等の記載金額 

  印紙税法（昭和 42年法律第 23号。以下「法」という。）別表第１の課税物

件表の課税物件欄に掲げる文書のうち、次の文書に消費税及び地方消費税の

金額（以下「消費税額等」という。）が区分記載されている場合又は税込価格

及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべ

き消費税額等が明らかである場合には、消費税額等は記載金額（法別表第１

の課税物件表の適用に関する通則４に規定する記載金額をいう。以下同じ。）

に含めないものとする。 

⑴ 第１号文書（不動産の譲渡等に関する契約書） 

⑵ 第２号文書（請負に関する契約書） 

⑶ 第 17号文書（金銭又は有価証券の受取書） 

(注)１ 「消費税額等が区分記載されている」とは、その取引に当たって課

されるべき消費税額等が具体的に記載されていることをいい、次のい

ずれもこれに該当することに留意する。 

イ 請負金額 1,050万円 

  税抜価格 1,000万円 消費税額等 50万円 

ロ 請負金額 1,050万円 

 うち消費税額等 50万円 

ハ 請負金額 1,000万円 

 消費税額等 50万円 計 1,050万円 

２ 「税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に

当たって課されるべき消費税額等が明らかである」とは、その取引に

係る消費税額等を含む金額と消費税額等を含まない金額の両方を具体

的に記載していることにより、その取引に当たって課されるべき消費

税額等が容易に計算できることをいい、次の場合がこれに該当するこ
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改    正    後 改    正    前 

とに留意する。 

請負金額 1,080万円 

税抜価格 1,000万円 

 

２ みなし作成の適用 

第 19号文書（第１号、第２号、第 14号又は第 17号に掲げる文書により証

されるべき事項を付け込んで証明する目的をもって作成する通帳）又は第 20

号文書（判取帳）について、法第４条第４項《課税文書の作成とみなす場合》

の規定が適用されるかどうかについては、１《契約書等の記載金額》の規定

が適用される場合には、消費税額等を含めない金額で判定するものとする。 

なお、消費税額等だけが付け込まれた場合は、同項の規定の適用はないも

のとする。 

 

３ 消費税額等のみが記載された金銭又は有価証券の受取書 

消費税額等のみを受領した際に交付する金銭又は有価証券の受取書につい

ては、記載金額のない第 17号の２文書（売上代金以外の金銭又は有価証券の

受取書）とする。 

ただし、当該消費税額等が５万円未満である場合は、非課税文書に該当す

るものとして取り扱う。 

 

４ 地方消費税が課されない取引 

１から３に規定する文書のうち、その取引に地方消費税が課されないもの

については、なお従前の例による。 

 

とに留意する。 

請負金額 1,050万円 

税抜価格 1,000万円 

 

２ みなし作成の適用 

第 19号文書（第１号、第２号、第 14号又は第 17号に掲げる文書により証

されるべき事項を付け込んで証明する目的をもって作成する通帳）又は第 20

号文書（判取帳）について、法第４条第４項《課税文書の作成とみなす場合》

の規定が適用されるかどうかについては、１《契約書等の記載金額》の規定

が適用される場合には、消費税額等を含めない金額で判定するものとする。 

なお、消費税額等だけが付け込まれた場合は、同項の規定の適用はないも

のとする。 

 

３ 消費税額等のみが記載された金銭又は有価証券の受取書 

消費税額等のみを受領した際に交付する金銭又は有価証券の受取書につい

ては、記載金額のない第 17号の２文書（売上代金以外の金銭又は有価証券の

受取書）とする。 

ただし、当該消費税額等が３万円未満である場合は、非課税文書に該当す

るものとして取り扱う。 

 

４ 地方消費税が課されない取引 

１から３に規定する文書のうち、その取引に地方消費税が課されないもの

については、なお従前の例による。 

 
 

 


